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１ 調査対象 

〇事業所調査 

都内全域（島しょを除く）の従業員規模 30 人以上の事業所で、日本産業分類に掲げる大分類のうち、

「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業，保険業」、「不動

産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス

業,娯楽業」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「サービス業（他に分類されないもの）」の 13業種、合

計 2,500 社 

〇従業員調査 

上記事業所に勤務する従業員男女各 2,500 人、合計 5,000 人 

２ 調査方法 

① 抽出方法・・・無作為抽出  ② 調査方法・・・郵送配布・郵送回収 

３ 調査実施期間   

平成 24年９月１日から平成 24年９月 28日まで 

４ アンケート回収率 

 サンプル数 有効回収数 有効回収率（％） 

事業所調査 ２，５００  ８６５  ３４．６ 

従業員 

全体 ５，０００ １，４６０  ２９．２ 

男性 ２，５００ ７００  ２８．０ 

女性 ２，５００ ７５８  ３０．３ 

 

 

調査実施概要 

東京都では、東京都男女平等参画基本条例の規定に基づき、毎年、雇用状況に関する調査を実施し、

広く労使の方々にご利用いただくとともに、行政運営の参考として活用しております。 

本調査では、男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法への対応等に加え、今後、社会的なニー

ズの高まりが予想されることから、企業における仕事と介護の両立支援への取組状況や従業員の意識

等について調査しました。事業主や働く皆様にこの調査結果をご活用いただければ幸いです。 

 

平成 2４年度東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書 

（概要版） 
「仕事と生活の両立支援の取組等 企業における男女雇用管理に関する調査」 

※従業員調査の全体には、性別無回答２人を含む。 
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図 1-1 女性管理職を有する事業所の割合 
表 1-1 管理職に占める女性の割合 

図 1-2 母性保護等に関する制度の有無（事業所） 図 1-3 母性保護等に関する制度の有無（従業員） 

育児時間

生理休暇

妊娠中・出産後の
通院休暇制度

妊娠中の通勤緩和措置

妊娠中の休憩に関する措置

妊娠障害休暇

ｎ＝1460

産前産後休暇

60 80    100（％）4020

出産障害休暇

  0

16.2

20.1

21.6

42.9

30.5

61.3

52.7

86.2

35.8

35.3

35.8

23.8

30.3

15.3

18.2

44.8

41.2

39.3

30.5

35.9

20.6

26.0

3.7 7.7

3.2

3.4

3.2

2.9

3.4

2.7

3.0

2.4

制度あり 制度なし わからない

労働基準
法の制度

男女雇用
機会均等
法の制度

無回答

80    100（％）

産前産後休暇

20 600 40

ｎ＝865

出産障害休暇

妊娠中・出産後の
通院休暇制度

妊娠中の通勤緩和措置

妊娠中の休憩に関する措置

育児時間

生理休暇

妊娠障害休暇

28.0

30.5

46.4

54.6

50.8

81.6

81.4

90.8

64.3

61.6

45.9

38.0

41.8

12.7

13.1

4.6

7.7

7.9

7.7

7.4

7.4

5.7

5.5

4.6

制度あり 制度なし 無回答

労働基準
法の制度

男女雇用
機会均等
法の制度

１ 女性管理職《事業所調査》 

管理職に占める女性の割合は約１割にとどまる 

管理職に占める女性の割合は全体で 10.3％であり、最も女性の割合の高い「係長相当職」をみても 13.0％
にとどまる。女性管理職の割合をみると、全体の７割以上の事業所に係長以上の女性管理職がいる一方で、

「女性管理職なし」の事業所も２割以上となっている。 
なお、一般的に管理職は「課長相当職」以上であるが、本設問では事務遂行の指揮命令者である「係長

相当職」も管理職に含めている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 母性保護等に関する制度の有無と認知度《事業所調査》《従業員調査》 

労基法より均等法上の制度を有する事業所の割合が低く、全体的に従業員の認知度は低い 

母性保護制度の有無を事業所にたずねたところ、労基法で定められた３項目については、「制度あり」

が８～９割と高いが、均等法で定められた５項目については、「制度あり」の割合が高い「妊娠中の通勤

緩和措置」と「妊娠中・出産後の通院休暇制度」でも５割台にとどまる。また、均等法の５項目すべてに

おいて、３割以上の従業員が「わからない」と回答しており、制度の有無に関する認知度が低い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

女性割合

役員 8.1％

部長相当職 5.9％

課長相当職 8.9％

係長相当職 13.0％

管理職　計 10.3％

係長以上の女性管理職を有する事業所（全体）

役員相当職の女性管理職有

部長相当職の女性管理職有

課長相当職の女性管理職有

係長相当職の女性管理職有

女性管理職なし

無回答

n = 865

6.7

21.0

45.1

41.0

24.2

22.8

72.3

0 20 40 60 80 100 （％）
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男性（ｎ＝227）

男性（ｎ＝700）

   100（％）  0 20 60 8040

60 80    100（％）40  0 20

29.7 65.02.7 2.6

取得した 対象者であったが取得しなかった 対象になったことがない 無回答

対象者（32.4％）

8.4 91.6

取得した 対象者であったが取得しなかった

女性（ｎ＝188）

女性（ｎ＝758）

   100（％）  0 60 8020 40

60 80    100（％）40  0 20

1.3 73.223.5 2.0

取得した 対象者であったが取得しなかった 対象になったことがない 無回答

対象者（24.8％）

94.7 5.3

取得した 対象者であったが取得しなかった

 

３ 育児休業取得の有無《従業員調査》 

女性の取得 94.7％に対して、男性の取得は 8.4％と男女差が大きい 

育児休業対象者（男性ｎ＝227、女性ｎ＝188）のうち、休業を取得したことがあるのは、男性 8.4％、

女性 94.7％であり、男女の差が大きい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 男性の育児休業取得にあたっての課題《事業所調査》《従業員調査》 

事業所・従業員ともに「代替要員の確保が困難」が最も割合が高い。次いで、事業所では「男性自身に育

児休業を取る意識がない」が５割弱、従業員では「休業中の賃金補償」が５割強となっている                                             

男性の育児休業取得にあたっての課題は、事業所・従業員ともに「代替要員の確保が困難」（事業所 57.2％、

男性 59.7％、女性 52.1％）が最も高い。次いで、従業員では「休業中の賃金補償」（男性 53.1％、女性

49.7％）が高いが、事業所では「男性自身に育児休業を取る意識がない」（49.0％）の割合が高く、事業

所と従業員の間で認識の違いが見られる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-5 男性の育児休業取得にあたっての課題（複数回答） 

図 1-4 育児休業取得の有無 

【男性】 【女性】 

【うち育児休業取得の有無】 【うち育児休業取得の有無】 

男性自身に育児休業を取る意識がない

職場がそのような雰囲気ではない

上司の理解不足

代替要員の確保が困難

キャリア形成において不利になる

休業中の賃金補償

前例（モデル）がない

無回答

社会の認識の欠如

その他

59.7

53.1

1.1

0.9

44.2

52.1

31.4

49.7

45.4

37.7

49.7

25.3

0.8

1.3

38.3

28.7

22.7

38.7

34.7

22.0

0 20 40 60 80（％）

9.8

57.2

5.8

33.3

35.8

49.0

19.7

11.6

4.7

5.0

020406080（％）

事業所（ｎ＝865）

男性 (n=700)

女性 (n=758)
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長期の育児休業を取得し、
子育てが落ち着いてから職場復帰する

できる限り育児休業期間を短くして
早めに職場復帰し、短時間勤務等、

両立支援制度を使いながら働く

短期の育児休業を取得した後、
休業前と同様に働く

産前産後休暇のみを取得し
育児休業は取得せず、

両立支援制度を使いながら働く

育児の期間はいったん退職し、
再雇用制度などを利用し時機を見て復帰する

その他

無回答

34.3

11.1

4.4

5.4

1.3

3.4

42.9

34.4

5.0

1.6

9.6

4.2

2.2

40.0

0 10 20 30 40 50
（％）

32.7

29.8

11.6

1.7

9.2

10.3

4.6

01020304050
（％）

事業所 （ｎ=865) 男性 (n=700)

 

女性 (n=758)

ｎ＝69

80    100（％）  0

40

20 40 60

ｎ＝1,460

   100（％）  0 20 60 80

93.20.2

4.5

2.1

取得した 対象者であったが取得しなかった 対象になったことがない 無回答

対象者（4.7％）

95.74.3

取得した 対象者であったが取得しなかった

５ 従業員の育児休業取得とその後の働き方《事業所調査》《従業員調査》 

事業所・従業員ともに「長期の育児休業を取得し、子育てが落ち着いてから職場復帰する」、「できる限り

育児休業期間を短くして早めに職場復帰し、短時間勤務等、両立支援制度を使いながら働く」の割合が高

い 

従業員の育児休業の取得とその後の働き方について、「長期の育児休業を取得し、子育てが落ち着いて

から職場復帰する」（事業所 32.7％、男性 40.0％、女性 42.9％）、「できる限り育児休業期間を短くして早

めに職場復帰し、短時間勤務等、両立支援制度を使いながら働く」（事業所29.8％、男性34.3％、女性34.4％）

の上位２項目が事業所・従業員ともに割合が高い。 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 介護休業取得の有無《従業員調査》 

介護休業取得者は１割に満たない 

介護休業対象者（男性ｎ＝31、女性ｎ＝38）のうち、休業を取得したことがあるのは、男女計 4.3％で

ある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 1-6 従業員の育児休業取得とその後の働き方 

図 1-7 介護休業取得の有無 

【うち介護休業取得の有無】 
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60.0
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14.1
30.2

1.2 0.6

57.9 84.4
60.590.2

0

20

40

60

80

100（％）
男性 (n=582) 女性 (n=660)

同僚には伝えている

上司には伝えている

人事労務担当者には
伝えている

専門相談員や専門相談窓口
には伝えている

上記のいずれにも
伝えていない

その他

無回答
3.3

0.7

15.6

5.9

26.4

72.7

51.1

1.6

0.1

23.9

3.1

24.7

35.7

68.7

0 20 40 60 80 100 （％）

男性 (n=700) 女性 (n=758)

７ 仕事と介護の両立に関する将来的な不安《従業員調査》 

男女とも８割以上が不安を感じており、不安の内容については、男女とも「仕事と介護を同時に行うこと

による肉体的・精神的負担の増加」が最も多い                            

仕事と介護の両立に関する将来的な不安を感じるかたずねたところ、「不安を感じている」（非常に不安

を感じる+不安を感じる+少し不安を感じる、男女計 85.2％）従業員は８割を超えている。また、「仕事と

介護の両立に関する将来的な不安を感じる」と回答した人に、不安の内容をたずねたところ、男女とも、

「仕事と介護を同時に行うことによる肉体的・精神的負担の増加」（男女計 87.5％）が最も多く、次いで

「仕事と介護を同時に行うことによる時間的拘束」（男女計 64.1％）となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８ 介護状況の把握について《事業所調査》《従業員調査》 

従業員では「上司には伝えている」（男女計 70.8％）「同僚には伝えている」（男女計 43.7％）という回答

が多い。一方、事業所では「介護問題を抱える従業員の存在を把握できていない」（29.4％）が最も多い 

介護状況の把握について事業所にたずねたところ、「介護問題を抱える従業員の存在を把握できていな

い」が 29.4％で最も多くなっている。また、従業員に現在の介護状況を伝えているか（現在介護を行って

いない場合、自身が介護者を抱えた場合を想定して回答）についてたずねたところ、「上司には伝えてい

る」（男女計 70.8％）が最も多くなっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 1-8 仕事と介護の両立に関する将来的な不安 

図 1-9 仕事と介護の両立に関する将来的な不安を感じる内容（複数回答） 

図 1-11 介護状況の把握について（複数回答） 図 1-10 介護状況の把握について 

【事業所】 

 
【従業員】 

 介護問題を抱える各従業員の

詳細状況を把握している

介護問題を抱える各従業員の

状況をある程度把握している

介護休業や介護休暇等の両立支援制度利用者に

関しては把握しているが、制度利用者以外

については把握できていない

介護問題を抱える従業員の

存在を把握できていない

介護を行っている従業員が存在しない

その他

無回答

n = 865

1.2

0.9

22.1

29.4

19.3

23.5

3.7

0 10 20 30 40 （％）
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９ 仕事と介護の両立に関する支援体制《事業所調査》《従業員調査》 

情報提供について、事業所・従業員ともに「いずれも行っていない」が最も多い。相談環境については、

事業所・従業員ともに「上司との個別相談」が最も多いが、「いずれも行っていない」も３割を超えてい

る。また、情報提供と相談環境の双方で「わからない」（従業員のみの選択肢）が３割弱となっている 

仕事と介護の両立に関わる情報提供について、事業所では、従業員に対して情報提供を「いずれも行っ

ていない」が 71.3％、従業員では「いずれも行っていない」が男女計 61.2％、「わからない」が男女計 25.3％

となっており、情報提供の認知度は低い傾向にある。 

また、働きながら介護を行う従業員に対する相談環境について、事業所では「上司との個別相談」が

53.8％と半数を超える一方、「上司との個別相談」ができる環境にあると回答した従業員は男女計 31.8％

となっている。また、従業員では「いずれも行っていない」、「わからない」がともに約３割となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 仕事と介護の両立に関して事業所に求めるもの《従業員調査》 

「上司の理解等、介護などの個別事情を認め合う職場風土の醸成」が最も多い 

仕事と介護の両立に関して従業員が事業所に求めるものは、「上司の理解等、介護などの個別事情を認

め合う職場風土の醸成」（男女計 71.8％）が最も多くなっており、次いで「短時間勤務制度」（男女計 37.1％）、

「フレックスタイム制度」（男女計 26.4％）といった制度面の回答が多い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-12 仕事と介護の両立に関わる情報提供（複数回答） 

図 1-14 仕事と介護の両立に関して事業所に求めるもの（３つまで回答） 

図 1-13 働きながら介護を行う従業員に対する相談環境（複数回答） 

社内報等の発行物や
ウェブページでの情報発信

冊子やガイドブック等の発行、
外部機関が発行した冊子等の活用

両立支援制度に関する
説明会や研修会の開催

上記のいずれも行っていない

わからない
（従業員調査のみの選択肢）

その他

無回答

4.6

2.9

58.0

27.9

0.7

1.0

6.7

3.7

1.2

64.1

22.8

1.7

1.7

8.0

0 20 40 60 80
（％）

14.7

7.2

2.8

71.3

0.0

5.2

1.7

020406080
（％）

事業所 （ｎ=865)
男性 (n=700)

女性 (n=758)

無回答

介護状況等に関するアンケートの実施

上司との個別相談

人事労務担当者との個別相談

専門相談員や専門相談窓口の設置

上記のいずれも行っていない

わからない
（従業員調査のみの選択肢）

その他

32.7

18.7

2.6

31.0

28.6

0.7

0.9

0.3

30.9

15.2

1.3

32.8

29.2

1.7

1.5

0.3

0 20 40 60
（％）

1.5

53.8

37.9

2.7

30.3

0.0

1.0

1.7

0204060
（％）

事業所 （ｎ=865)
男性 (n=700)

女性 (n=758)

上

司

の

理

解

等
、

介

護

な

ど

の

個

別

事

情

を

認

め

合

う

職

場

風

土

の

醸

成

仕

事

と

介

護

の

両

立

に

関

す

る

情

報

提

供

専

門

相

談

員

や

専

門

相

談

窓

口

の

設

置

再

雇

用

制

度

介

護

に

要

す

る

費

用

の

補

助

短

時

間

勤

務

制

度

フ

レ
ッ

ク

ス

タ

イ

ム

制

度

在

宅

勤

務

制

度

始

業

・

終

業

時

刻

の

繰

上

げ

・

繰

下

げ

所

定

時

間

外

労

働

（

残

業
）

の

免

除

そ

の

他

無

回

答

1.0 1.3

8.4

18.2

43.1

0.8 1.5

73.1

22.6

9.1

18.0

28.1
30.4

26.3

16.3

24.1

10.6

70.7

18.6

23.1

26.4

21.5

28.2

11.5

0

20

40

60

80（％）

男性 (n=700) 女性 (n=758)
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介護休業の取得や勤務時間の変更等をせず、
今までと同じように働く

その他

介護と仕事の両立は難しいので、
離職（または転職）し、介護に専念する

介護休業を取得し、介護に必要な人的・物的状況を
整えた後、休業前と同条件で職場復帰する

最低限必要な期間、介護休業や介護休暇は取得するが、
なるべく短時間勤務制度等の両立支援制度を使いながら、

同じ職場で働く

短時間正社員、在宅勤務、パートや契約社員への転換など、
柔軟に働き方を変えつつ、同じ職場で働く

介護の期間はいったん退職し、
再雇用制度などを利用し時機をみて復帰する

無回答

38.3

10.3

2.3

2.4

1.0

43.7

20.8

4.1

2.5

1.1

1.3

2.1

41.0

2.1

2.6

24.4

0 10 20 30 40 50
（％）

34.7

32.8

16.9

5.4

2.1

1.6

3.9

2.5

01020304050
（％）

男性 (n=700)

女性 (n=758)事業所 (n=865)

11 従業員の介護休業取得とその後の働き方《事業所調査》《従業員調査》 

事業所･従業員ともに、介護休業（介護休暇）を取得した後に職場復帰するという回答が多い 

事業所では「介護休業等を取得し、介護に必要な人的・物的状況を整えた後、休業前と同条件で職場復帰

する」が 34.7％と最も多い。従業員では男女とも、「最低限必要な期間、介護休業や介護休暇は取得するが、

なるべく短時間勤務制度等の両立支援制度を使いながら、同じ職場で働く」が最も多い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1２ ワークライフバランスに対する考え方（現状・今後の必要性）《事業所調査》《従業員調査》 

「取り組んでいる」という事業所は約４割。従業員では「あまり取り組んでいない」が約３割で最も割合が

高い。「何らかの取組は必要」だと回答した事業所は約７割、従業員では８割強 

ワークライフバランスへの取組の現状については、事業所、従業員ともに「取り組んでいない」（「全く

取り組んでいない」+「あまり取り組んでいない」、計 事業所 53.0％、男女計 65.7％）が半数を超えてい

る。また、ワークライフバランスへの取組の今後の必要性については、「取組が必要である」と回答した

事業所は 74.8％（「積極的に取り組むべき」22.1％、「ある程度取り組むべき」52.7％）、従業員では男女

計 82.5％（「積極的に取り組むべき」34.0％、「ある程度取り組むべき」48.5％）となっており、事業所・

従業員の多くが、取組が必要であると回答している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-15 介護休業取得とその後の働き方 

図 1-16 ワークライフバランスへの取組（現状） 図 1-17 ワークライフバランスへの取組（今後の必要性） 

既に十分取り組んでいる

取り組んではいるが不十分

あまり取り組んでいない

全く取り組んでいない

無回答

9.1

22.9

35.1

31.9

1.0

8.2

25.7

32.5

31.9

1.7

0 10 20 30 40
（％）

10.5

34.6

33.6

19.4

1.8

010203040
（％）

男性 (n=700)

女性 (n=758)事業所 (n=865)

積極的に取り組むべき

ある程度取り組むべき

現状のままで問題ない

無回答

32.1

48.3

16.9

2.7

35.8

48.7

11.9

3.7

0 20 40 60
（％）

22.1

52.7

19.5

5.7

0204060
（％）

事業所（ｎ＝865）
男性（ｎ＝700）

女性（ｎ＝758）
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《自由意見》より抜粋 

 

事 業 所 

◆ 男女平等を理解し、職場内で実行していく努力が必要であると感じている。反面、各々の適性

に合った働き方や職務を希望する従業員も多く、共に配慮しつつ、平等の意識を高めていくこと

が重要かと思う。（運輸業，郵便業 100～299人） 

◆ 育児休業、介護休業に関しての法令整備が進んでいることは知っているが、規定やルールの整

備にとどまり、実際の運用は難しいと感じている。休業を取得した社員と他の社員の考え方にギ

ャップがあるため、「堂々と休業を取得できる」、「子育てをしながら」「介護をしながら」仕

事を続けることのむずかしさを当事者から聞いている。他社での取り組み方の実例を多く知り、

参考にしたい。（サービス業 500～999 人） 

 

男性従業員 

◆ 法律などでいろいろ規制するだけでは意味がないと思う。大企業や有名企業ならともかく、そ

うではないところなどは、職場の状況、雰囲気により何か取得するにも難しいところがあると思

う。いかに制度を取りやすくできるか、そういう雰囲気を各々の職場でつくり出せるかが課題で

あると思う。（その他 1～99人） 

◆ 出産、育児休暇については世間一般に認知されている制度となっているが、介護休暇について

は未だそこまでの認識はないと思っている。今後超高齢化社会に突入するに辺り、より強い啓蒙

を行政から発信して頂くとともに、介護施設の拡充及び、介護施設で働く方々への行政からの援

助等、より良く生活ができる様対応して頂きたいと願う。（卸売業，小売業 100～299人） 

 

女性従業員 

◆ 残業を多くしている＝多く仕事をこなしている＆頑張っているというイメージが未だに人々の

頭にすり込まれてしまっているため、職場の誰しもが早く帰りたくても帰れなくなる。この発想

を転換するようなキャンペーンを行ってもらえばワークライフバランスは良くなるのではないか

と思う。（製造業 1～99 人） 

◆ 職場では男性に比べて女性の数が少ないと感じているが、産休をとっている方がいるので産休

制度については心配していない。しかし、介護制度については前例が恐らくなく、これから私自

身も介護を行う可能性があるので心配。介護休業がより取りやすくなると良いと思う。（教育，

学習支援業 1～99人） 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

ホームページ「TOKYOはたらくネット」http://www.hataraku.metro.tokyo.jp 

                           携帯版はこちら ⇒ 

本調査結果を掲載しているほか、労働相談 Q&A、セミナー情報、 

統計情報なども提供しています。みなさまのアクセスをお待ちしています。 
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